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※個別の状況により対応が異なる場合もありますので、不安な場合は経営相談窓口
（39ページに記載）に電話などでの問い合わせをお勧めいたします。
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基本指針：「計算し、行動する」
新型コロナウイルス感染拡大による事業への影響を数字で
示せるよう計算することで、保証付き融資・政府系金融機
関の融資申込に向けて行動できるようになります。
計算することで、漠然とした不安が、資金需要として客観化・明
確化・説明可能になります。

本ガイドでは、以下、「計算し、行動する」ために必要な情報を
まとめました。
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新型コロナの影響
を数字で示せるよ
うにする（売上減
少等）

セーフティネット
保証等の認定申請、
融資申込をする

①計算する ②行動する
所在地の市区町村で認定書
→信用保証協会・民間金融機関

保証付き融資

政府系金融機関の融資

日本政策金融公庫※
商工中金

決算書や経理資料から、月ごとの売上高の数字をひ
ろって計算する

数字がすぐにわからない場合は顧問税理士・公認会
計士等の専門家に相談し手伝ってもらう

※ネット申込・郵送に対応

各支援策の要件は売上高減少率等で定められていますが、運用は関係機関において柔軟に行われて
いるので、自社・自分が利用できるか確信がもてない場合でも、各窓口で相談してみてください。



1.国の支援策の全体像
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資金繰り支援策活用の流れ

保証付き融資を利用する⇒まず市区町村窓口へ
認定書を取得した後、信用保証協会または民間金融機関で融資申
し込みの手続きをしてください

政府系金融機関の融資を利用する⇒公庫・商工中金窓口へ
日本政策金融公庫は、インターネット・郵送での申し込みも受け
付けています
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信用保証付き
融資

政府系
金融機関

売上高等の
減少率の計算

市区町村
による認定

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ5号保証
ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ4号保証
危機関連保証

信用保証協会

民間金融機関

日本政策金融公庫
沖縄振興開発金融公庫

商工中金

新型コロナウイ
ルス感染症特別

貸付

危機対応融資

＋特別利子補給

＋特別利子補給

売上高等減少率の計算、融
資申込を円滑に進めるため
に、必要に応じて顧問税理
士等の専門家の支援・紹介
を受けてください

保証料減免

利子補給
無担保

既往債務の借換

既往債務の借換

既往債務の借換

新型コロナ特例リスケジュール
持続化給付金
家賃支援給付金

改訂
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右記のいずれかと

比較して

▲5％以上

a.過去3ヶ月の平均売上高
b.2019年12月の売上高
c.2019年10-12月の平均売上高

前々年同月比

▲5％以上

前年同月比
▲5％以上

前年同月比
▲15％以上

前年同月比
▲20％以上

▲5％ ▲15％ ▲20％
信用保証付き融資

（自治体・信用保証協
会・民間金融機関）

政府系金融機関
（公庫・商工中金）

特別利子補給の対象
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法
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小
規
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（
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以
外
）

その他

⑩
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
マ
ル
経
（
金
利
引
下
げ
）

最近1ヶ月の売上高等減少率

⑤
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
の
要
件
緩
和
（
日
本
政
策
金
融
公
庫
）

数値要件なし・今後の影響が見込まれる

⑥⑦の融資を
受けた事業者

個人事業主（事業性のあ
るフリーランス含み、小
規模※に限る）は、影響
に対する定性的な説明で
も柔軟に対応

認定基準の運用緩和

業歴3ヶ月～
1年1ヶ月未満

A

B

C

D

E

F

指定業種か
どうか確認

売上高等減少率による利用可能な支援策の判断

※小規模：卸売
業・小売業・
サービス業→従
業員5名以下
製造業・建設

業・運輸業・そ
の他業種→従業
員20名以下

④
保
証
料
・
利
子
減
免
等

⑧
公
庫
・
商
工
中
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の
既
往
債
務
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借
換

⑪
新
型
コ
ロ
ナ
特
例
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

▲50％

G 前年同月比▲50％以上

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

⑬家賃支援給付金※⑫持続化給付金

※連続する3ヶ月の売上高が前年同期⽐で30％以上減少の場合も対象

改訂

NEW



計算式

計算例（これを参考に、自社・自分の数字を入れて計算してください）

新型コロナウイルスの影響を計算する①

最近1ヶ月の売上高等の前年同月比減少率を計算する場合
前々年との⽐較も同様
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A：災害等の発生における
最近1ヶ月間の売上高等

B：Aの期間に対応する
前年1ヶ月間の売上高等 －

B：Aの期間に対応する
前年1か月間の売上高等

× 100 ＝減少率（％）

A：2020年3月

70万円
B：2019年3月

100万円 －

B：2019年3月

100万円

× 100 ＝減少率30％



計算式

計算例（これを参考に、自社・自分の数字を入れて計算してください）

新型コロナウイルスの影響を計算する②

最近3ヶ月の売上高等の実績・見込を計算する場合
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A：災害等の発生における
最近1ヶ月間の売上高等

B：Aの期間に対応する
前年1ヶ月間の売上高等

－

× 100 ＝減少率（％）

A：2020年3月70万円B：2019年3月100万円
－

× 100＝減少率30％

D：Cの期間に対応する
前年2ヶ月間の売上高等

C：Aの期間後2ヶ月間の
見込み売上高等

B：Aの期間に対応する
前年1ヶ月間の売上高等

D：Cの期間に対応する
前年2ヶ月間の売上高等

D：2019年4･5月200万円 C：2020年４･5月140万円

B：2019年3月100万円

D：2019年4･5月200万円

＋ ＋

＋

＋ ＋

＋

300
万円

210
万円

300
万円



金融機関等への配慮要請
政府系金融機関に対して

民間金融機関に対して
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経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf



4月7日緊急経済対策

「Ⅱ.雇用の維持と事業の継続」における文化芸術関係者へ
の言及

前文
文化芸術の灯を守り抜く（p.18）

 3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援
苦境にある事業者等に対して、確実に制度の概要が伝わるよう事
前の周知に注力するとともに、文化芸術をはじめとする幅広い業
態の特殊性も踏まえ、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を
原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、申請から給付まで
の期間を極力短くする（p.22）

2020/06/01版 文化芸術関係者向け新型コロナウイルス感染症対応資金繰り支援制度活用ガイド 10

2020年4月7日閣議決定「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」より
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf



2.信用保証付き
融資の利用

（自治体･信用保証協会･民間金融機関）
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①セーフティネット保証５号（587業種）

②セーティネット保証４号

③危機関連保証

④保証料・利子減免等



保証付き融資利用の大まかな流れ（原則）

保証付き融資利用の大まかな流れは以下のとおりです。
各支援策の運用は関係機関において柔軟に行われているので、自
社・自分が利用できるか確信がもてない場合でも、各窓口で相談
してみてください。
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市区町村

信用保証協会

②
認定書
取得

取引のある金融機関

①
認定
申請

③
保証付き
融資

申し込み

④
審査

⑤
融資

都道府県・市区町村独自の緊急融
資制度が利用できる場合もある

保証額、融資可否、貸出
金額は個別に審査

市区町村のホー
ムページ等の情
報を参照

事前準備

 申請方法・
場所の確認

 必要書類の
確認と準備

令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書
の有効期限が令和2年8月31日までに延長されることになりました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html

金融機関窓口にワンストップ化推進



金融機関ワンストップ手続き

金融機関が窓口となって、市区町村・保証協会・都道府県
等の手続を代理・代行するワンストップ手続きの推進
具体的な運用は市町村により異なるので、所在地の状況は個別に
確認してください。
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https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-2.pdf



①セーフティネット保証5号、②セーフティ
ネット保証4号、③危機関連保証の概要
売上高等減少率で適用する保証枠を判定
前年同期⽐▲5％以上→セーフティネット5号保証（指定業種）

前年同期⽐▲15％以上→危機関連保証（信用保証対象全業種）

前年同期⽐▲20％以上→セーフティネット4号保証（全都道府県）
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売上減少
▲5％以上

借入額の

80％
保証

セーフティネット
5号保証

借入額の

100％
保証

売上減少
▲20％以上

借入額の

100％
保証

売上減少
▲15％以上

セーフティネット
4号保証

危機関連保証

合わせて2.8億円まで 2.8億円まで

合計5.6億円まで

＋

令和2年1 月29日から7
月31日までに認定を取
得した事業者については、
従来30日間としていた
認定書の有効期限を令和
2年8月31日までに延長

改訂



認定基準の運用緩和
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経済産業省資料より
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-4.pdf



文化芸術関係のセーフティネット5号保証業種指定の状況
 4月10日より、芸術家業及び各種教授業が追加されました。
 5月1日より、全業種がセーフティネット5号保証の対象になりま
した。

文化芸術関係のセーフティネット5号指定
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細分類 業種
4月1日
指定

4月10日
追加指定

5月1日
追加指定

7091 映画・演劇用品賃貸業 ○ →継続

全業種

7272 芸術家業 ○
8011 映画館 ○ →継続
8021 劇場 ○ →継続
8022 興行場 ○ →継続
8023 劇団 ○ →継続
8024 楽団，舞踏団 ○ →継続

8025 演芸・スポーツ等興行団 ○ →継続

8241 音楽教授業 ○ →継続
8242 書道教授業 ○
8243 生花・茶道教授業 ○
8249 その他の教養・技能教授業 ○

セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します（令和2年5月1日～令和3年1月31日）より作成
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_1_5gou.pdf



認定申請に必要な書類

提出を求められる書類の例
認定申請書2通（様式は市区町村ごとに異なる）
登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（発行3ヶ月以内）
法人事業概況説明書（税務署の受付印のあるもの）
確定申告書
納税証明書
売上高の減少を説明する資料（月次試算表等）
（書類ではないが、実印の持参）
など

上記の中でも市区町村によっては提出を求めていないもの、
上記以外で提出を求められるものもあります
必ず事前に各市区町村のHP等で確認してください
その際、下記についても併せて確認してください
①申請窓口はどこか
②申請の受付方法（整理券制、予約制など）
③自治体独自の緊急融資の有無・内容

2020/06/01版 文化芸術関係者向け新型コロナウイルス感染症対応資金繰り支援制度活用ガイド 17



④信用保証付き融資における保証料・利子減免等

国が補助を行う都道府県等による制度融資
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用
した場合に適用
 民間金融機関によるつなぎ融資を行い、このつなぎ融資を実質無利子融資に振り替えることが可能と
なる場合もある→詳しくは各金融機関に相談

2020/06/01版 文化芸術関係者向け新型コロナウイルス感染症対応資金繰り支援制度活用ガイド 18

対象要件  セーフティネット号・５号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高等の減少を満たせば、保証

料補助と利子補給を実施

事業者 売上高等前年同月⽐ 保証料 金利（当初３年間）

① 個人事業主

（事業性のあるフリーラン

ス含む、小規模に限る）
▲5％以上減少 ゼロ ゼロ

② 小・中規模事業者

（①除く）

▲5％以上減少 １／２ 所定金利

▲15％以上減少 ゼロ ゼロ

融資上限  4,000万円（貸付期間10年以内、うち据置期間5年以内）

保証料補助割合  1/2または10/10（全融資期間） ※条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担

金利補給期間  当初3年間（4年目以降は制度融資所定金利）

担保  無担保

保証人  代表者は一定要件（①法人・個人分離、②資産超過）を満たせば不要（代表者以外の連帯保証人は

原則不要）

既往債務の借換  信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可能

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

改訂

令和2年度第2次補正予
算の成立後、各自治体
において準備が整い次
第、融資上限額を拡充



3.政府系金融機関の
融資の利用

（日本政策金融公庫・沖縄振
興開発金融公庫・商工中金）
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⑥新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫）

⑦危機対応融資（商工中金）

⑤セーフティネット貸付の要件緩和（日本政策金融公庫）

⑨特別利子補給制度

⑩マル経融資の金利引下げ等

⑪新型コロナ特例リスケジュール

⑧公庫・商工中金の既往債務の借換



政府系金融機関の融資利用の大まかな流れ

政府系金融機関の融資利用の大まかな流れは以下のとおり
です。
各支援策の運用は関係機関において柔軟に行われているので、自
社・自分が利用できるか確信がもてない場合でも、各窓口で相談
してみてください。
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日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫
（セーフティネット貸付）

（新型コロナウイルス感染症特別貸付）

商工中金
（危機対応融資）

①
申込

②
審査

③
融資

融資可否、貸出金額は
個別に審査

公庫等のホームペー
ジ等の情報を参照

事前準備

 申請方法・
場所の確認

 必要書類の
確認と準備

④
特別利子
補給

＋

詳細は未定公庫は郵送
申込可



政府系金融機関の融資の概要
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日本政策金融公庫
沖縄振興開発金融公庫

商工中金

新型コロナウイルス
感染症特別貸付

運転資金15年以内（据置5年以内）
設備資金20年以内（据置5年以内）

危機対応融資

運転資金15年以内（据置5年以内）
設備資金20年以内（据置5年以内）

特別利子補給
（当初3年間）

＋ ＋

中小事業：
3億円まで
国民事業：6000
万円まで

3億円まで

中小事業：
1億円まで
国民事業：
3000万円まで

1億円まで



⑤セーフティネット貸付の要件緩和

日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫
数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者が対象と
なっています。
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融資対象  「売上高が5％以上減少」といった数値要件にかかわらず、

今後の影響が見込まれる事業者

資金の使いみち  運転資金：8年以内（据置期間3年以内）

 設備資金：15年以内（据置期間3年以内）

融資限度額  中小事業7.2億円

 国民事業4,800万円

金利  基準金利

 中小事業1.1％

 国民事業1.91％

 令和2年5月1日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

担保  相談の上決定

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf



⑥新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫
売上高等減少率5％以上の事業者が対象
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融資対象  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに
該当する方
 個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）は、影響に対する定性的な説明
でも柔軟に対応。
① 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と⽐較して5％以上減少

② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと⽐較して5％
以上減少

a ：過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高
b ：令和元年12月の売上高
c ：令和元年10月～12月の売上高平均額

資金の使いみち  運転資金：15年以内（据置期間5年以内）
 設備資金：20年以内（据置期間5年以内）

融資限度額  中小事業6億円
 国民事業8,000万円

金利  当初3年間 基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利
 利下げ限度額：中小事業2億円、国民事業4000万円（「マル経融資の金利引下げ」、「生活衛生
新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計）

 令和2年5月1日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
 中小事業1.11％→0.21％
 国民事業1.36％→0.46％

 特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現
担保  無担保
遡及適用  令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適

用が可能

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

文化団体でも
事業性の高い
ものは対象に
なり得る

改訂

令和2年度第2次補正予算の成立を前提に
融資限度額と利下げ限度額 の引き上げを実施



新型コロナウイルス感染症特別貸付の申込
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日本政策金融公庫HPより
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf

郵送

インターネット
申込

窓口

https://www.m.jfc.go.jp/
sysped/ped010



新型コロナウイルス感染症特別貸付必要書類

2020/06/01版 文化芸術関係者向け新型コロナウイルス感染症対応資金繰り支援制度活用ガイド 25

日本政策金融公庫HPより
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf



売上減少の申告書記入例
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日本政策金融公庫HPより
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/covid_19_2_rei_200313a.pdf



⑦危機対応融資の概要

商工組合中央金庫
売上高等減少率5％以上の事業者（中小企業組合の組合員）が対
象になっています。4月15日より制度適用開始。
 受付を開始した2020年3月19日以降、制度の適用が開始した4月15日までに、危機対応融資の要件
を満たしてつなぎ融資を受けた方は、4月15日以降に危機対応融資への借換えを行うことが可能
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融資対象  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①また
は②のいずれかに該当する事業者
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と⽐較して5％以上減少
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれ
かと⽐較して5％以上減少

a ：過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高
b ：令和元年12月の売上高
c ：令和元年10月～12月の売上高平均額

資金の使いみち  運転資金：15年以内（据置期間5年以内）
 設備資金：20年以内（据置期間5年以内）

融資限度額  6億円
金利  当初3年間 基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利

 令和2年5月1日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
 1.11％→0.21％（利下げ限度額：2億円）

 特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現
担保  無担保

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

改訂

令和2年度第2次補正予算の成立を前提に
融資限度額と利下げ限度額 の引き上げを実施



危機対応融資借り入れ申込に必要な書類

初めての取引となる場合
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商工中金HPより
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_06.pdf

＋ （必要に応じて）



⑧日本政策金融公庫等の既往債務の借換
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日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付
や商工組合中央金庫の危機対応融資について、各機関毎に、
既往債務の借換も可能とし、実質無利子化

対象制度  日本政策金融公庫等

 新型コロナウイルス感染症特別貸付

 新型コロナウイルスマル経融資

 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

 新型コロナウイルス対策衛経 等

 商工組合中央金庫

 危機対応融資

金利引下げ・実質無利

子化の限度額

 日本政策金融公庫等

 中小事業：2億円

 国民事業：4,000万円

 商工組合中央金庫：2億円

借換限度額

（新規融資等と既往債

務借換の合計額）

 日本政策金融公庫等

 中小事業：6億円

 国民事業：8,000万円

 商工組合中央金庫：6億円

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

改訂

令和2年度第2次補正予算の成立を前提に
融資限度額と利下げ限度額 の引き上げを実施



⑨特別利子補給の概要
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利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細
が固まり次第中小企業庁HP等で公表予定

適用対象  日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対

応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

ａ：個人事業主

（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る）

要件なし

ｂ：小規模事業者（法人事業者） 売上高▲15％減少

ｃ：中小企業者（上記ａｂを除く事業者） 売上高▲20％減少

小規模要件  製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

 卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

利子補給期間  借入後当初3年間

補給給対象上限  日本公庫特別貸付

 中小事業：2億円

 国民事業：4,000万円

 商工中金危機対応融資：2億円

遡及適用  令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満

たす場合には本制度の遡及適用が可能

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

新規融資と既往債務
借換との合計額

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナ ウイルス対
策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」、
「新型コロナウイ ルス対策衛経」の合計で4,000万円

文化団体でも
事業性の高い
ものは対象に
なり得る

改訂

令和2年度第2次補正予算の成立を前提に
融資限度額と利下げ限度額 の引き上げを実施



⑩新型コロナ対応マル経（金利引下げ）
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日本政策金融公庫
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資）を受けた小規模事
業者が対象になっています。

適用対象  新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者
 最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と⽐較して5%以上減少

資金の使いみち  運転資金（据置期間3年以内に延長）
 設備資金（据置期間4年以内に延長）

融資限度額  別枠1000万円
金利  経営改善利率1.21%（令和2年5月1日時点）より当初3年間、▲0.9%引下

 4,000万円
 金利引下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイル
ス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で4,000万円

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

改訂



⑪新型コロナ特例リスケジュール
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新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支
援
新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対
して、中小企業再生支援協議会が支援
 各都道府県の中小企業再生支援協議会：

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/200225kyougikai.pdf

①一括して既存債務の元金

返済猶予要請

 資金繰りに悩む中小企業者に代わり、主要債権者の支

援姿勢を確認の上で、一括して１年間の元金返済猶予

の要請を実施。

 中小企業者の費用は原則不要

②資金繰り計画策定におけ

る金融機関調整

 中小企業者と主要債権者が作成する資金繰り計画の策

定を支援。

 複数の既往債権者が存在する場合、新規融資を含

めた金融機関調整を行った上で、既往債権者の合

意形成をサポート。

③資金繰りの継続サポート  別枠1000万円特例リスケジュール計画成立後も、毎月

資金繰りを継続的にチェックし、 適宜助言

④特例リスケ後の再生支援  本格的な再生支援を希望する中小企業者に改めて、リ

スケジュール計画を含む再生支援を実施。

 事業再生計画策定に必 要な費

用（DD費用など）の中小企業

者の負担割合を引き下げ

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
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４. 給付金
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⑫持続化給付金

⑬家賃支援給付金
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⑫持続化給付金の概要

 5月1日より専用サイトから支給申請受付開始
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
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中堅企業

中小企業

小規模事業者

フリーランスを含む
個人事業者等

その他各種法人等

前年同月⽐売上

▲50％

以上減少

給付対象者 新型コロナウイルス
感染症の影響

法人
200万円以内

個人事業者等
100万円以内

給付額上限

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

前年の総売上
（事業収入）

前年同月⽐
▲50％以上の月の売上 ×12ヶ月 ＝ー 給付額

2019年 2020年

持続化給付金に関する問い合わせ窓口：https://www.jizokuka-kyufu.jp/inquiry/

改訂



申請サポート会場

電子申請の方法がわからない方・できない方限定
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持続化給付金サイト：申請サポート会場より
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/

会場一覧はネットで
検索・予約

できない・わからない
場合は電話予約窓口へ



申請における「よくある不備」
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持続化給付金サイト：申請における「よくある不備」について（2020年5月27日）より作成
https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200527.html

申請前に下記に該当しないか事前確認を入念に

添付書類全般に係る不備 確定申告書類等に係る不備

添付ファイルにパスワードが設定されている
画像がぼやけて情報が判読できない
撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲か
ら見切れている
申請している法人とは別の法人等の書類が添付
されている

確定申告書の第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている
該当する年度のものではない古い確定申告書が添付されている
申請画面で入力した売上と、確定申告書に記載されている売上が異なる
法人概況説明書1枚目に売上の記載がない
法人概況説明書の2枚目に月別の売上の記載がない
収受日付印がない
e-taxの受信通知がない

売上台帳に係る不備 銀行口座に係る不備

売上台帳の売上と、対象月の売上が一致しない
売上台帳の月と、対象月が一致しない
売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、
請求書等を添付している
今年の対象月の台帳ではなく、昨年の売上台帳
を添付している
添付された売上台帳の月が対象期間外(今年で
はない、申請日よりも未来の月など)

通帳の表紙、1-2ページ目以外のページが添付されている
普通・当座以外の口座が登録されている (貯蓄預金、通知預金、定期
預金、融資返済専用口座：カードローン通帳の口座は受け付けられませ
ん)
通帳の金融機関コードと登録された金融機関コードが一致しない(金融
機関コードは銀行コードと表示されている場合もあります)
通帳の支店コードと登録された支店コードが一致しない(支店コードは
店舗コードと表示されている場合もあります)
通帳の口座番号と登録された口座番号が一致しない(口座番号は７桁の
半角数値です。7桁に満たない場合は、先頭に「０」を入力してくださ
い)
通帳の口座名義と、登録された口座名義が異なる。例えば、法人格を省
略、屋号を追加する、使用不可能な文字が利用されている。
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⑬家賃支援給付金の概要

令和２年度2次補正予算の
成立を前提に下記内容

 5月〜12月において以下の
いずれかに該当する者に、
給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が
前年同月⽐で50％以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が
前年同期⽐で30％以上減少

給付額は、申請時の直近の
支払家賃（月額）に基づき
算出される給付額（月額）
の6倍（6カ月分）
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※詳細な条件や申請方法等については、
決定次第、経済産業省HP等で公表予定

経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」令和2年5月28日18:00時点版より作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf



５.相談窓口等
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経営相談窓口

資金繰り支援及び持続化給付金相談窓口（中小企業庁）
 https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/202

00408002.html

平日の相談窓口（公庫・信用保証協会等）
 https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/202

00129007.html

土日の相談窓口（公庫・信用保証協会等）
 https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/202

00228010.html

ミラサポ派遣専門家（無料相談）
 https://www.mirasapo.jp/（令和2年度事業開始）
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各窓口に相談する前の確認資料（FAQ）

保証協会の保証付き融資について
 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/faq1.pdf

政府系金融機関の融資について
 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/faq2.pdf

専門家による経営支援について
 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/faq5.pdf
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自治体の支援策

都道府県・市区町村支援策リンク集
 https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
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改訂履歴等

 2020年4月6日（月）：第1版公開
 2020年4月10日（金）：改訂第2版
 2020年5月8日（金）：改訂第3版
 2020年6月1日（月）：改訂第4版
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※本ガイドの作成協力：有限会社サステイナブル・デザイン（認定経営革新等支援機関104713005712）


